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○三木市立図書館条例 

昭和５７年３月３１日 

条例第２号 

改正 平成２１年９月２８日条例第２６号 

平成２２年３月３１日条例第９号 

平成２４年３月３０日条例第１０号 

平成２７年３月３１日条例第１６号 

（設置） 

第１条 市民の教育と文化の発展を図るため、図書館法（昭和２５年法律第１

１８号。以下「法」という。）の規定に基づき、図書館を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

三木市立中央図書館 三木市福井1933番地の12 

三木市立青山図書館 三木市志染町青山3丁目15番地の2 

三木市立吉川図書館 三木市吉川町吉安246番地1 

（業務） 

第３条 図書館は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

（１） 図書、記録、郷土資料、行政資料、視聴覚教育資料その他必要な資

料（以下「図書館資料」という。）を収集し、市民の利用に供すること。 

（２） 図書館資料の分類排列を適切にし、その目録を整備すること。 

（３） 図書館資料の利用のための相談に応ずること。 

（４） 自動車による移動文庫、図書の貸出しを行うこと。 

（５） 読書会、研修会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びそ

の奨励を行うこと。 

（６） 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 

（７） 学校、美術館、公民館、金物資料館等と緊密に連絡し、協力するこ

と。 

（８） 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な

業務 

（職員） 

第４条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。 

（図書館協議会） 

第５条 図書館に、法第１４条の規定に基づき、図書館協議会（以下「協議会」

という。）を置く。 
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２ 協議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、７人以内とする。 

３ 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を

行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理並びに協議会の組織及び

運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５７年７月１日から施行する。 

（三木市立図書館設置及び管理に関する条例の廃止） 

２ 三木市立図書館設置及び管理に関する条例（昭和３９年条例第１２号）は、

廃止する。 

附 則（平成２１年９月２８日条例第２６号） 

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。 

（平成２１年１１月三教委規則第９号で、同２１年１１月２９日から

施行） 

附 則（平成２２年３月３１日条例第９号） 

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。 

（平成２２年５月三教委規則第３号で、同２２年６月１９日から施行） 

附 則（平成２４年３月３０日条例第１０号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日条例第１６号） 

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。 

（平成２７年６月三教委規則第５号で、同２７年７月１日から施行） 

 


